
Shiba-jo プラチナネットワーク申し合わせ 

１．運営 

Shiba-joプラチナネットワーク（以下、本ネットワーク）の運営および活動に関す

る重要な事項は協議によって決定する。 

２．代表 

本ネットワークに、ネットワークを対外的に示す代表をおく。 

３．事務局 

会員情報の管理、金銭管理、連絡調整のために、本ネットワークに事務局を置く。 

事務局は、芝浦工業大学男女共同参画推進室とする。 

４．活動 

本ネットワークは以下の活動を行う 

① 芝浦工業大学の女子卒業生、女性教職員、女子学生の交流、連携

② 芝浦工業大学が実施する男女共同参画推進事業への協力

③ 本ネットワークの趣旨に沿ったその他の活動

５．入退会 

本ネットワーク趣旨に賛同し、入会を希望する芝浦工業大学の女性の教員、職員、卒業

生、学部および大学院の学生は、入会申し込みフォームにより事務局に入会を申し込む。 

会員が退会を希望する場合は、退会フォームにより事務局に届出る。 

入会申し込みフォームおよび退会フォームは、男女共同参画推進室に備える。 

６．会計 

メンバーを増やし、交流・活動を軌道に乗せることを重視し、当面会費は無料とする。

経費を要する事業を実施する際は、そのつど費用を調達する。 
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